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新しいごみ焼却場の落札者 が決定しました
問 廃棄物対策課　☎ 055-949-6805

　伊豆市・伊豆の国市共同で建設する新しいごみ焼却場の落札
者が決定しました。設計・建設から 20年間の運営・維持管理
を含めた事業費と財源（事業費の内訳）は、次のとおりです。

落札者　桜グループ
（代表企業：荏原環境プラント（株）東日本営業部）
落札金額　約 187 億円（税率 8％で計算）

●財源（事業費内訳）

設計・建設費　約 101 億円 環境省交付金約 29億円を除く約 72億円を 2市が負担します。本市分約 40億円
のうち、一般財源で負担する金額は約 13億円です。

環境省交付金
約 29 億円

伊豆市負担金
約 32 億円

本市負担金　約 40 億円（合併特例債を起債）
合併特例債による交付税措置

約 27 億円
一般財源
約 13 億円

運営・維持管理費（20 年間）約 86 億円 全額を２市が負担します。
本市分は約 47億円（約 2億 3,500 万円／年）となる見込みです。
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ID やパスワードの入力は慎重に！

伊豆の国市役所伊豆長岡庁舎
相談日：毎週月・水・金曜日
　　　　（年末年始・祝日は除く）
問 伊豆の国市消費生活センター
☎ 055-948-2901

【消費生活相談】
　時間（共通）
　9：00 ～ 16：00
　（12：00～13：00は除く）

伊豆市役所（伊豆市小立野）
相談日：毎週火～木曜日（年末年始・祝日は除く）
問 伊豆市消費生活センター
☎ 0558-72-9858
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」

※設計・建設費を含めても、新ごみ処理施設にかかる経費は、現在稼働している 2 施設にかかる経費よりも安くなります。

現在稼動している 2 施設にかかる経費
（韮山ごみ焼却場・長岡清掃センター）

約 3 億 1,000 万円／年（平成 21 ～ 30 年度の平均）

※平成 30 年度は約 3 億 9,000 万円

新ごみ処理施設にかかる経費
約 3 億円／年

設計・建設費
約 6,500 万円／年

運営・維持管理費（20 年）
約 2 億 3,500 万円／年＋＞
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新しい重度障害者（児）医療費助成金受給者証
を送付します

　現在お持ちの重度障害者（児）医療費助成金受給者証の有効期限は 9月
30 日（月）までです。10 月 1日（火）から使用する受給者証は、受給要
件の確認後、9月下旬に郵送します。
　また、加入医療保険、振込先金融機関、住所、指名に変更があった場
合は、変更手続きが必要となります。随時、変更の届出をお願いします。

問 障がい福祉課　☎ 0558-76-8007

見本

新しいこども医療費受給者証　を送付します

　現在お使いのこども医療費受給者証の有効期限は 9月 30 日（月）ま
でです。9月下旬に新しい受給者証を郵送予定です。10月 1日（火）か
らは、新しい受給者証をお使いください。

問 保健福祉・こども・子育て相談センター
☎ 0558-76-8008
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